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〇 硬直化した財政構造 

 本町の財政状況は、平成 29 年度から令和 3年度までの間、実質的な決算収支で 5年連続の赤字

を計上したことに加え、財政の弾力性を示す経常収支比率も令和 3 年度決算で 98.1％となり、県

内でワースト 1位、全国でもワースト 11位を記録してしまうなど、このままの推移では最低限の

行政サービスの維持が困難な状況に陥ることが予測されています。 

 

令和 3年 10月に町長就任以来、行政改革、財政改革を急速に進めてまいりました。 
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〇 行財政改革の推進 

歳出削減努力により単年度黒字化への軌道修正はできたものの、経常収支比率については改善

されず、根本的な改革の必要性を示しています。 

 

項   目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

歳  入 11,218,096 9,843,885 9,560,543 

歳  出 10,931,837 9,541,202 9,163,829 

実質単年度収支 △13,579 77,558 205,139 

経常収支比率 97.3％ 98.1％ 98.2％ 

実質公債費比率 10.5％ 11.1％ 12.0％ 

将来負担比率 133.8％ 124.2％ 117.5％ 

合  計 10,931,837 9,541,202 9,163,829 

 〇 財政非常事態宣言の発出

 この難局を突破するには町民の皆さまと共に、この危機的な状況を共有することが不可欠であ

り、令和 5 年 9 月に「財政非常事態宣言」を発出し、財政健全化に向けた抜本的・集中的な取組

のスタートの年とすることを宣言いたしました。 
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 〇 財政危機突破に向けた抜本的・集中的改革

 行財政改革推進本部、幹事会、検討部会に加え、外部組織である行財政改革推進委員会からな

る推進体制を構築し、令和 7 年度末までの 3 年間で財政健全化に向け抜本的・集中的な取組を推

進しております。 

 



4 

 

〇 行財政改革推進計画の主な取組事項

 令和 5年 12月に計画期間を 3年間とする行財政改革推進計画を策定し、聖域なく全ての施策の

総点検を実施する中で、適正化を図り、経常的経費の縮減に取り組みます。 

 

 
 

【基本方針１】 効率的・効果的な行政運営 

  職員の適正配置  

⇒ 正職員・会計年度任用職員数の適正化 

【基本方針２】 公共施設等マネジメントの推進 

 施設保有量の最適化・あり方検討 

  ⇒ 令和 7年度末までに施設保有量を最適化 

   【主な施設の方向性】 

   ●図書館    ⇒ 2 施設を本館に統合 

   ●給食センター ⇒ 3 施設を 1施設へ統合 

   ●庁舎     ⇒ 4 施設を段階的に本庁舎へ統合 

【基本方針３】持続可能な財政運営 

  事務事業の見直し 

⇒ 町単独補助金の見直し、使用料・手数料の見直し 

【基本方針４】行政サービスの質の向上 

  開かれた行政運営に向けた情報発信の充実 

   ⇒ 町議会本会議の YouTube配信、ホームページの充実、SNS発信の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 改革に対する断固たる決意表明として、特別職給与を減額しています。 

町長 40％、副町長 20％、教育長 10％カット【R5.10.1～R7.10.30】 

※ 令和 5 年度人事院及び山梨県人事委員会の勧告に伴い給与条例を改正し

ました。職員が厳しい財政状況を鑑み、身を切る覚悟で施行を見合わせ

ることを職員組合とも合意しました。（勧告では R5.4月遡及適用） 
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 〇 令和６年度当初予算

 縮減経費をもとに将来への投資を積極的に展開することにより、地域を愛し、地域を誇り、住

んでいる意義を町民の皆様とともに実感できる新たな時代に対応した「持続可能な市川三郷町」

を目指します。 
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(１) 都市計画マスタープラン見直し

 中部横断自動車道、リニア中央新幹線計画など新たな時代に即した整備の必要性などの検証を

行い、まちなか居住や利便性向上に資する道路網再編、高速交通体系へのアクセス強化、高齢化

社会に対応した公共交通網のあり方など、長期的な視点を踏まえた整備を目指します。 

 

 

 

 

 

 

(２) 第３次総合計画
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(３) 六郷インター周辺整備

 

 

 

 (４) 峡南消防本部建て替え

 

 

 

 

 

合成によるイメージ図 
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 (５) 地域医療の維持確保等 

企業団は、「持続可能な地域医療提供体制の確保」を実現するため、本年度、経営強化プランを

策定します。方針の一つとして、老朽化に伴い建替え予定の市川三郷病院について、入院機能を

富士川病院に集約し、無床診療所化することとしています。 

今後は、経営強化プランに基づき、「持続可能な地域医療提供体制の確保」を目指すため、企業

団との連携を強化し、経営効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 医療・介護などの社会保障関係経費は増大しており、これに伴う一般会計からの各種特別会計

への繰出金も増加傾向となっています。 

町民の皆様の健康長寿対策は極めて重要な論点であり、限られた財源を新たに創設する健康ビ

ジョン加速化事業などに重点的に配分することにより、健康寿命の延伸や疾病等の早期予防に加

え、町民負担の軽減を図ります。 
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(６) 人口減少及び少子化対策

 出生率の向上のためには、子育てを地域ぐるみで継続的に支援することや子育てに取り組みや

すい労働環境を整備する必要があります。町全体で子育てを応援していく一体感を醸成すること

を目的に、「子ども・子育て応援宣言」を令和 5 年 10 月に発出し、町や企業、各種団体が連携し

て子育てを応援する取り組みを推進することとしました。 

 こうした取り組みとともに、子ども医療費に係る助成や小中学校給食費の無償化、放課後児童

クラブの運営など、本町で安心して子育てを続けられる環境の整備を行います。 

 

 

 

 

若者世代が進学、就職、結婚等を機に町外の都市部に転出することにより、核家族化が進行し、

高齢者のみの世帯が増加していることに加え、高齢者が介護施設への入所等によりその家屋を離

れることに起因した、空き家の増加も課題となっています。 

こうした人口の社会減対策として「移住・定住促進事業」が必須となっています。空き家解消

のための「空き家バンク事業」、都市部からの移住を支援するための「移住支援交付金事業」、若

者世代の定住化促進のための「若者定住促進住宅補助事業」、「結婚新生活支援事業」等を実施し

ています。 
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 (７) 地場産業振興対策

 本町には、和紙・印章・花火など全国に誇れる伝統的な地場産業がありますが、経営者の高齢

化や後継者不足などもあり、事業所数は減少し衰退の危機に瀕しています。地場産業の国内外に

向けた PR 活動を進め、地域活性化にも繋げます。 

 

 

 本町の花火の生産は、千年の歴史を誇る市川和紙の技術と経済力を基盤に発展してきました。

令和 5 年度で 35 回目を迎え、スケールは県下最大規模であり、地場産業の県内外への大きな PR

事業となっています。今大会より独立採算型の経営へと移行し地域への経済効果も多額であるこ

とから、継続が必要な事業であり、自走可能な大会組織運営を目指します。 

 

 

◆第 35回神明の花火大会実績（速報値） 

 収入合計：1 億 15 百万円 

 収支差引：   8百万円 

 経済効果：24億 4 千万円 

 

 

本町は「オマーン・スルタン国展」を開催するなど交流を深めています。地場産業【和紙・印

章・花火】の輸出に向けてプレゼンテーションを実施、中東の産油と工芸の国、オマーン・スル

タン国との友好事業により、町産業の進出・輸出や人的交流による地域活性化を目指すものです。 

 

 

町内経済の活性化を期し企業業績を向上させることを目的に、町内企業への情報発信と意見交

換の場として「ラウンドテーブル市川三郷」を開催しています。 
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 (８) 観光・農業振興対策

 指定管理者制度を導入し経営の効率化を図りながら、年間 20万人程の来館者数を得ており、観

光・農業振興に大きな役割を果たしています。今後、大規模改修が必要です。指定管理者納入金

の見直しや、入館料改定を図りながら収益強化に取り組みます。 

 

(９) 健康増進対策

高齢化が進行する本町にとって、高齢者の健康寿命の延伸は本人の生活の質の向上のみならず、

町の活性化や医療費、介護費の削減効果に繋がる可能性を秘めています。つむぎの湯は、温泉効能

や他の温泉施設にはない歩行浴【リハビリ浴槽】の活用による町民の健康増進やフレイル予防等に

大きく寄与しています。しかし、運営に係る経費が使用料収入等を大きく上回り、多額の一般財源

を要しています。施設のあり方検討が必要であり、民間移譲・休止等を含め運用見直しを行います。 

 

 町民の健康増進やフレイル予防等に大きく寄与しています。運営に係る経費が使用料収入等を

大きく上回り、多額の一般財源を要しています。施設のあり方検討が必要であり、運営改善等の見

直しを行います。 

 

 

 

 
 

(10) 地域公共交通対策

 公共交通空白地域の町民(移動手段のない町民)の交通手段・生活基盤確保のため、現在 4 路線

のコミュニティバスを運行しています。 

 行財政改革の大きな柱である「施設保有量の最適化・あり方検討」のためにも、施設数の適正

化を見据えた、地域公共交通体制の抜本的見直しが必要であり、令和 6 年度には新たに「地域公

共交通計画」の策定に着手します。 

 

 

 

※ 令和 6 年度から新たに「健康ビジョン加速化事業」を実施することにより、

だれもが地域で健康かつ安心した生活を送れる体制の確立を目指します。 
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〇 行財政改革後の財政見通し 

令和 6年度当初予算は、突破元年の予算編成です。 

当初予算編成時の将来見通しは、レッドからイエローへ改善します。行財政改革の更なる加速

化に向け、皆さまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

市川三郷町財政の中期見通し（予算ベース R6.2.21）                         単位：百万円 

項   目 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 

歳  入 9,115 9,011 8,938 8,660 8,621 8,848 8,568 

歳  出 8,334 8,184 9,305 8,965 8,899 9,141 8,752 

財源不足額 781 827 367 305 278 293 166 

経常収支比率 98.2％ 98.１％ 95.9％ 94.8％ 94.7％ 94.1％ 94.2％ 

実質公債費比率 12.0％ 12.6％ 12.9％ 12.9％ 13.0％ 12.8％ 12.7％ 

将来負担比率 117.5％ 118.1％ 129.6％ 131.8％ 130.2％ 134.8％ 120.1％ 

 

 


